
議案第 １３ 号資料 

平成２４年度 

南山城村一般会計補正予算（第５号）概要 

 

議会費 

  ・議員共済組合負担金                 △６，３０３千円 

総務費 

  ・損害賠償等請求調停等手続き費           １，１１４千円 

  ・ふるさとづくり基金積立金                １，６０６千円（特財 １，６０６千円） 

  ・魅力ある村づくり事業（道の駅整備事業）     １２，０００千円（特財１１，５００千円） 

民生費 

・介護保険事業特別会計繰出金           △２，６８１千円 

衛生費 

  ・簡易水道事業特別会計繰出金           △２，２５８千円 

  ・山城病院組合負担金                 △２，０９９千円 

  ・東部広域連合負担金（塵芥処理分）        △７，７８６千円 

  ・ごみ等収集運搬処分事業              △３，１００千円 

  ・合併浄化槽設置事業                 △２，８１２千円（特財△１，３０９千円） 

農林水産業費 

  ・農業振興対策事業（強い農業づくり対策事業）   １０９，２０２千円（特財１０９，２０２千円） 

  ・農業基盤整備促進事業（農道・水路・防霜ファン） １３１，９００千円（特財１２９，８４０千円） 

  ・林道点検診断事業（橋梁点検業務）          １，６００千円（特財 １，５８０千円） 

土木費 

  ・社会資本整備総合交付金事業（道路整備）  △２３，１５２千円（特財△２３，１５２千円） 

  ・防災・安全社会資本整備交付金事業（道路橋梁整備） ６６，０００千円（特財  ６５，９５０千円） 

  ・木造住宅耐震診断改修事業             △３，７９２千円（特財 △１，９４５千円） 

消防費 

  ・相楽中部消防組合負担金              △２，２５７千円 

公債費 

  ・村債元金償還金                    △１９，９８７千円 

補正額合計  ２３９，０７１千円 

（うち一般財源 △８６，８４４千円） 



平成２４年度補正予算案（第５号）主要事項説明 

款(総務費) ・項(総務管理費) 

事 業 名 魅力ある村づくり事業 

予 算 額 １２，０００千円 新規・継続の別 継  続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 
村づくりの目標である「自然が薫り、絆が生きる自立するむら！みなみ

やましろ」を実現するため、魅力あるむらづくりプロジェクトに基づき、

「道の駅」整備等に関する基本計画により村の活性化・ふれあい交流拠点

となる地域振興施設の整備を図る。 

 

≪実施内容≫ 
地域振興施設を早期に整備するため、平成24年度経済対策関連の補正予

算を活用し、調査・測量・設計を実施する。なお、財源は、社会資本整備

総合交付金（都市再生整備計画事業）を平成24年度途中新規事業として申

請中。 

 

施設整備計画業務 

調査測量設計委託費－造成、広場等施設整備に関する調査・測量 

附帯事業業務委託 

※ 建築関係は含まない 

 

≪実施場所≫ 

南山城村北大河原地区 
※ 補助事業上の地区名称 

 

≪事業費の算出≫ 

事 業 費             １２，０００千円 
数量 単位 金　　額(円) 備　考

12,000,000

　測量・調査費 一 式 4,000,000

　設計費 一 式 6,000,000

　用地補償調査 一 式 1,000,000

　附帯業務費 1,000,000

地域振興施設整備

項　　　　目

 
 
 

 

 

 

 

担当課 総務課 

 



平成２４年度補正予算案（第５号）主要事項説明 

款(総務費)・項(総務管理費) 

事 業 名 損害賠償等請求事件調停等手続き費 

予 算 額 １，１１４千円 新規・継続の別 継 続 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 
平成22年（ﾜ）第1428号損害賠償等請求事件（原告 櫻井清隆被告 南山

城村、株式会社大久保）の判決により生じた損害賠償金３，７１９万４，

１１４円（損害賠償金２，３９０万７，７０３円と遅延損害金１，３２８

万６，４１１円の合計）の求償請求を行うための民事調停の手続き。 

 

≪実施内容≫ 
H22. 4.12 京都地裁に原告櫻井清隆が南山城村及び(株)大久保に対して

34,153,862円他の損害賠償請求事件を起す。 

H23. 9.26 和解勧告 

H23.12.20 和解協議不成立 

H24. 2. 7 京都地裁が判決言渡。被告らは、原告に対して、 

23,907,703円他の金員を支払え等の判決がある。 

H24. 2.20 大阪高裁に控訴 

H24. 6.26 和解勧告 

H24. 7.31 和解協議不成立 

H24. 8. 6 控訴取下げ 

H24. 8. 9 賠償金支払い（37,194,114円） 

H24.11.22 求償請求 村代理人から㈱大久保に対し請求書を送付（請求額

37,194,114円を内容証明郵便で送付） 

現在に至っても、㈱大久保の動きなし 

 

≪実施場所≫ 
南山城村内 

 

≪事業費の算出≫ 

調停手続き費用の算定 

印紙代   58,600円 

切手代    5,000円 

着手金  1,050,000円 

 計   1,113,600円 ≒ 1,114千円 
 

但し、代理人の報酬は、結果判定認容額の１０％を要する。訴訟に 

発展した場合は、さらに訴訟費用（印紙代、予納金、着手金）が必要。 

 

 

担当課 総務課 

 



平成２４年度補正予算案（第５号）主要事項説明 

款( 農林水産 )費 ・項( 林業 )費 

事 業 名 林道点検診断事業 

予 算 額       １，６００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

S51～H14の間に架設された林道橋梁の劣化状況を把握するため、 

点検・診断を実施する。 

 

 

≪実施内容≫ 

〇委託料 

・ 林道三国越線橋梁点検診断 ６橋 

・ 林道三郷田線橋梁点検診断 ２橋 

             計 ８橋 

 

≪実施場所≫ 

南山城村大字野殿・童仙房地内 

 

 

≪事業費の算出≫ 

８橋×２０万円／１橋あたり＝１６０万円 

 

担当課 産業生活課 

 

 

 

 

 



平成２４年度補正予算案（第５号）主要事項説明 

款（農林水産業費）・項（農業費） 

事 業 名 強い農業づくり対策事業 

予 算 額 １０９，２０２千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

 

１ 強い農業づくり対策事業  １０９，２０２ 千円 

 

① 目 的 

  生産から流通までの総合的な強い農業づくりを推進するため、農

畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化及び食品流通の効率化・

合理化等、地域における取組みを支援する。 

 ［産地競争力の強化］ 

 

② 内 容 

  事業実施場所   高尾地内 

  事業実施主体  （農）グリーンティー高尾 

  構成農家戸数   １１戸 

  受益面積     ７．５ｈａ 

  事業量      農産物処理加工施設 

・碾茶加工場（碾茶炉）２ライン 

・設計費一式 

・施工管理一式  

  事業費      ２０２，９３８，７５９円 

（財源内訳） 

  府補助金（国庫財源を伴う。補助率１/２）１０１，４６９千円 

  府補助金（単独分）             ７, ７３３千円 

 

                  合計 １０９，２０２千円 

 

 

 

担当課 産業生活課 

 

 

 

 



平成２４年度補正予算案（第５号）主要事項説明 

款( 農林水産費) ・項(農業費) 

事 業 名 農業基盤整備促進事業 

予 算 額     １３１，９００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

農業の担い手不足と高齢化が進行する中で、施設の改良・改修等に
より、安心して農業に取り組める環境を整え、維持管理等労力の軽減
を図り農業経営の安定に資するため、本事業を実施する。 
また、対応年数を経過した老朽施設について適切な保全管理や整備
を実施することを目的として、防霜施設の整備（更新）により、農業
の競争力強化を図る 

 

≪実施内容≫ 

〇農作業道改修等 ９，９００千円 

・ バチギ農道橋梁床板架替工事 L=0.007km 

・ 奥田農道路肩改修工事L=0.013km 

・ 上広見農道舗装改修工事L=0.35km 

※上記工事に伴う測量設計業務委託 

〇農業用用排水施設改修等 ９０，０００千円 

・ ツカリ川排水路改良工事、用地調査・測量等業務委託L=0.38km 

・ 打越排水路改修工事 L=0.102km 

・ 奥出水路改修工事 L=0.065km 

※上記工事に伴う測量設計業務委託 

〇付属工事等（資材搬入路整備等） ２,０００千円 

○防霜施設整備（更新）等 ３０,０００千円 

 ・受益面積 7.48ha 

 ・受益者数 １１戸 

 ・施工箇所 高尾（中谷） 

  

≪実施場所≫ 

南山城村大字田山、高尾、北大河原地内 

担当課 産業生活課 

 

 

 

 

 



平成２４年度補正予算案（第５号）主要事項説明 

款（土木費）・項（道路橋梁費） 

事 業 名 防災・安全社会資本整備交付金事業 

予 算 額     ６６，０００千円 新規・継続の別 新規 

事業内容 

≪目的・趣旨≫ 

  幹線道路の維持修繕事業について、防災・安全社会資本整備交付

金を受けて実施する。 

  老朽化した舗装修繕や橋梁の長寿命化のため、修繕事業を実施し

円滑で安全な通行確保を図る。 

 

≪実施内容≫ 

 １ 維持修繕 

  ①今山新道線他2路線舗装補修事業    16,450千円 

 今山新道線、大河原東和束線、童仙房多羅尾線舗装補修 測量設計・工事 

  ②月ヶ瀬団地４号線他３路線舗装補修事業 37,910千円 

    月ヶ瀬団地４号線他３路線舗装補修 測量設計・工事 

 ２ 橋梁修繕事業              8,640千円 

        山城谷二橋他修繕 測量設計・工事 

 ３ 舗装修繕計画策定業務          3,000千円 

    主要村道舗装修繕計画策定 調査・点検（計画策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 建設水道課 

 


